
　「動物の愛護及び管理に関する法律」で、家庭動物には飼い主の氏名、
電話番号などの連絡先を記した首輪や名札、マイクロチップ、入れ墨、
脚環などを装着するよう、飼い主に求めています。�
　また、首輪や名札など脱落しやすいものについては、マイクロチップ
など、脱落しない耐久性の高い器具を併用することが推奨されています。�
　なお、特定（危険）動物※は、原則としてマイクロチップの埋込みが義務
付けられています。�

犬 に は � 鑑札と狂犬病予防注射済票に加え、飼い主の氏名、連絡先
を記した名札などをつけましょう。�

ね こ に は � 飼い主の氏名、連絡先を記した名札などをつけましょう。�

愛玩鳥には� 脚環などをつけましょう。�

特定（危険）動物には� マイクロチップをつけましょう。�
 


